
 
 

 
里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金に係る業務方法書 

 

島根森林活用地域協議会 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本業務方法書は、森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付等

要綱（平成 30 年３月 30 日 29 林政政第 893 号農林水産事務次官依命通知。以下「交

付要綱」という。）及び里山林活性化による多面的機能発揮対策実施要領（令和７年

３月 31 日付け６林整森第 266 号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。）等に基

づき、島根森林活用地域協議会（以下「協議会」という。）が行う里山林活性化による

多面的機能発揮対策交付金（以下「交付金」という。）に係る業務の方法について基本

的事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。 

 

（業務運営の基本方針） 

第２条 協議会は、その行う業務の重要性にかんがみ、交付要綱、実施要領、交付金の

交付決定に当たって林野庁長官から付された条件、本業務方法書その他の法令等を遵

守し、関係機関との緊密な連絡の下に、実施要領別紙Ⅱの要件を満たす活動組織（以

下「活動組織」という。）に対する交付金の交付その他の業務を適正かつ効率的に運

営する。 

２ 協議会は、交付要綱その他法令等を遵守する活動組織が、本業務方法書に定めた手

続に従って交付金の交付の対象となる活動を行う場合、交付金を交付するものとする。 

 

（会員の役割） 

第３条 市町村は、活動組織への指導・助言、協議会への提出書類の受取・内容確認、

遂行状況・実施状況の確認を行い、県へ提出する。 

県は設立支援、市町村・事務局の支援を行う。また、必要に応じて、活動組織への

指導・助言、実施状況の確認等を行う。 

その他の会員は、事務局・活動組織への指導・助言等を行う。 

 

第２章 事業の実施 

（交付金の管理） 

第４条 協議会は、国の交付及び地方公共団体の負担からなる交付金について、里山林

活性化による多面的機能発揮対策交付金会計を設けて管理するものとする。この際、

収入及び支出の状況及び財政状態を的確に把握するため必要な勘定項目を設けるこ

ととする。 

２ 協議会は、交付金を当該使途以外の使途に使用してはならない。 



 
 

３ 協議会は、第１項の交付金を金融機関への預金又は貯金により管理するものとする。 

４ 協議会は、毎年度、交付金に残額が生じたときは、当該残額を国及び地方公共団体

に返還するものとする。 

 

（交付金に係る採択申請及び採択決定） 

第５条 交付金の採択を受けようとする活動組織の代表者は、実施要領別紙のⅢの第４

の４（１）に基づき活動計画書に協定及び活動組織の運営に関する規約等（以下「規

約等」という。）を添え、地域協議会長に提出するものとする。 

２ 地域協議会長は、前項の申請を受けたときは、提出があった書類を審査の上、当該

活動組織に交付金を交付することが適当と認められるときは、採択を決定し、国から

の交付決定後、実施要領別紙のⅢの第４の４（４）により、速やかに活動組織の代表

者に交付金に係る採択通知書を交付するものとする。 

３ 活動組織の代表者は、次に定める場合は、採択変更申請書に、変更があった活動計

画書、協定書の写し及び規約の写しその他必要な書類を添付して地域協議会長に提出

し、地域協議会長の承認を受けるものとする。 

（１）主たる活動の中止又は廃止 

 （２）主たる活動を行う対象森林の面積の変更 

 （３）機能強化を行う延長の変更 

 （４）資機材等整備の使途、交付額又は数量の変更（ただし、使途は変更せずに交付

額又は数量を減ずる場合は除く。） 

 （５）地域協議会長から通知された交付額の 30％を超える減額 

４ 地域協議会長は、前項の申請があり、その内容が適切であると認められる場合には、

これを承認し、速やかにその旨を活動組織の代表者に通知するものとする。 

５ 活動組織の代表者は、第３項に該当しない事項を変更する場合は、採択変更届出書

に、変更があった活動計画書、協定書の写し又は規約の写し等を添付して地域協議会

長に届出を行うものとする。 

 

（交付金に係る申請及び支払） 

第６条 活動組織の代表者は、交付金の交付について、別記様式第１号により地域協

議会長に申請するものとする。 

交付金の支払いは原則として事業が完了し、実施状況報告書の提出後とする。 

ただし、地域協議会長が必要と認めた場合には、概算払いにより交付金の支払い

をすることができる。 

概算払いを受けようとする活動組織の代表者は、概算払いが必要な理由を記述し

た別に定める遂行状況報告書を作成し、地域協議会長へ提出するものとする。 

 

２ 地域協議会長は、活動組織の代表者から前項の申請があり、その内容が適正である

と認められた場合には、速やかに交付金を活動組織に交付するとともに、別記様式第

２号により通知するものとする。この際、支出勘定項目を明確にしておくこととする。 



 
 

 

 

（交付金の対象範囲） 

第７条 交付金については、活動組織が実施要領別紙のⅢの第４の３に定められた活動

計画を実施するために必要な経費について、支援の対象とする。 

 

（交付金の返還） 

第８条 活動組織が活動等を実施するに当たり、協定及び活動計画に定められた事項が

遵守されていない場合等には、地域協議会長は、期日を定めて、是正又は活動組織に

対して交付した交付金の全部又は一部について、返還を求めるものとする。 

２ 前項により交付金の返還を求める場合、地域協議会長は活動組織への交付金の交付

を停止し、交付金の返還を求める理由、返還の額及び返還の期日を記載した書面を活

動組織の代表者に送付しなければならない。 

３ 交付金の返還を求められた活動組織は、前項の期日までに求められた額を協議会に

返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、活動組織の代表

者は、地域協議会長に対し、期日の延長を求めることができる。この措置を求める場

合には、活動組織の代表者は、期日までに返還できない理由を記載した書面を返還の

期日の前日までに地域協議会長に提出しなければならない。 

４ 地域協議会長は、前項の期日の延長を求められた場合には、その理由が真にやむを

得ない事情であると認められるときにあってはこれを認め、改めて、返還の期日を記

載した書面を活動組織の代表者に送付するものとし、真にやむを得ない事情であると

認められないときにあっては、その旨を活動組織の代表者に通知しなければならない。 

５ 地域協議会長からの交付金の返還請求に基づき、活動組織から交付金の返還があっ

た場合、地域協議会長は、活動組織の代表者の交付金に係る活動の再開に係る意思を

確認し、第６条第１項の手続を経た後、交付金の交付を再開するものとする。 

６ 第１項において、自然災害等やむを得ない理由が認められる場合は、交付金の返還

を免除することとする。 

 

第３章 報告 

 

（遂行状況の報告） 

第９条 活動組織の代表者は、毎年度、別に定める交付金の遂行状況報告書を作成し、

金銭出納簿の写しを添えて、地域協議会長の定める日までに地域協議会長に提出する

ものとする。 

 

（実施状況の報告） 

第１０条 活動組織の代表者は、毎年度、実施要領別紙のⅢの第４の７（１）により交

付金の実施状況報告書を作成し、活動記録及び金銭出納簿又はその写しを添えて、地

域協議会長の定める日までに地域協議会長に提出するものとする。 



 
 

２ 地域協議会長は、毎年度、活動組織の活動の実施状況の確認について、書類等の審

査により行うほか、必要に応じて、現地確認により行い、その確認結果について、実

施要領別紙のⅢの第４の７（３）に基づき、活動組織の代表者に通知するものとする。 

３ 地域協議会長は、前項により報告があった場合、実施要領別紙のⅢの第４の７（４）

に基づき、活動組織の活動の実施状況を取りまとめ、事業を実施した翌年度の５月末

日までに、林野庁長官に報告するものとする。 

 

第４章 雑則 

 

（事業期間） 

第１１条 本対策の事業期間は、令和８年度から令和 12 年度までとするものとする。 

 

 

附 則 

  この業務方法書は、林野庁長官の承認のあった日から施行する。 

  



 
 

（別記様式第１号） 

申請年月日   年  月  日 

   年度   第   号 

○○地域協議会 

会長 ○○ ○○ 殿 

○○活動組織      

代表 ○○ ○○    

 

○○年○月○日付け○号にて採択通知のあった里山林活性化による多面的機能発揮

対策交付金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

交

付

申

請

額 

項目 金額 

採択決定額            ① 円 

既交付額             ② 円 

今回申請額            ③ 円 

採択決定額（年間交付額）との差額 ④＝①－②－③ 円 

 

 

 

 

交

付

金

振

込

口

座 

金融機関（ゆうちょ銀行以外） 

金融機関名（左欄に金融機関名を記入，右欄の該当のものに〇） 支店名 

 農業協同組合 銀行 信用金庫 

信用組合 労働金庫 信連 農林中金 

 

預金種別（該当のものにレ印を記入）  

□普通 □当座 □別段 □通知        

≪ゆうちょ銀行の方はこちらに記入してください。≫ 

ゆうちょ銀行 

記号（６ケタ目がある場合は※部分に記入） 番号（右づめで記入） 

     ※         

店名 店番 

   店    

預金種目（該当のものにレ印を記入） 口座番号（右づめで記入） 

□普通 □貯蓄 □当座        

 

口

座

名

義 

フリガナ  

口座名義  

住所 （〒   －    ）      都 道            市 区 

                 府 県            町 村 

 

（注）交付金の振込口座の通帳の写し（口座番号、口座名義が分かる箇所）を添付してください。 



 
 

（別記様式第２号） 

 

番   号 

年 月 日 

 

○○活動組織 

代表 ○○ ○○ 殿 

 

    島根森林活用地域協議会会長    

 氏    名    

 

○年度 里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金の交付について（第○回） 

 

 ○年○月○日付けで交付申請のあった里山林活性化による多面的機能発揮対策交付

金については、下記のとおり交付したので、里山林活性化による多面的機能発揮対策

交付金に係る業務方法書第６条第２項に基づき通知する。 

 

記 

 

１ 第○回交付額（③）       円 

 

２ 交付額の内訳 

項目 金額 

採択決定額            ① 円 

既交付額             ② 円 

今回申請額            ③ 円 

採択決定額（年間交付額）との差額 ④＝①－②－③ 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


